
２０１２年４月１１日 

事 務 局 

資料１－２ 

電波の利用に関する現状と諸課題について 
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電波利用の現状 
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電波監理の概要 







技術基準適合証明（電波法第38条の６） 

 総務大臣の登録を受けた者（登録証明機関）等が､特定無線設備※について､電波法に定める技術基
準に適合していることの証明を特定無線設備１台ごとに行う制度。 
 登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備１台１台について試験（総務大臣が告
示する試験方法又はこれと同等以上の方法）等の審査を行った上で証明を行う。 

工事設計認証（電波法第38条の24） 

 特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その工事設計（設計図）及び製
造等の取扱いの段階における品質管理方法（確認の方法）を対象として、登録証明機関が行う認証制
度。 
 無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点
が、技術基準適合証明と異なる。 

技術基準適合自己確認（電波法第38条の33） 

 特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく
阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれの少ないもの（特別特定無線設備）の工事設計につ
いて、製造業者又は輸入業者が一定の検証を行い、電波法に定める技術基準への適合性を自ら確認す
る制度。 
 自己確認は、工事設計が技術基準に適合するものであることに加え、その工事設計に基づく特別特
定無線設備のいずれもが、工事設計に合致することを確保することができると認めるときに限り行う
ことができる。 
  【特別特定無線設備： 
       コードレス電話、デジタルコードレス電話、PHS端末、携帯電話端末、BWA端末等の計25種別（証明規則第2条第2項）】 

※特定無線設備： 無線LAN､小型ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ､携帯電話端末などの小規模な無線局に使用するための無線設備 

基準認証制度の概要 8 
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これまでの取組 





主に事業用電気通信回線設備に接続される「無線通信端末」を対象として、 
対象無線設備を順次追加してきたところ。 
 
対象無線設備： 
 ・コードレス電話（アナログ及びデジタル） 
 ・PHS端末 
 ・携帯電話端末 
 ・BWA端末                                  計25種別 

無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を 
著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないもの 

これまでの取組 

今後の課題（考え方） 

電波法 
第38条の33 

対象 
 
 

特定無線設備の技術基
準適合証明等に関する
規則  第2条第2項 

 

対象の追加に当たっての考え方 

 ・混信その他の妨害を与えた場合、迅速に追跡し発射停止可能か。 

 ・不適合設備の影響を排除するためのコスト増をどのように負担するのか。 

 ・技術基準や人体への影響に関して、不適合な設備の流通が拡大するおそれはないか。 

 ・既に広く流通してしまった設備を適切に措置可能か。 

技術基準適合自己確認制度の対象範囲の拡大 20 







23 

最近の動向と課題 

















電波法の一部を改正する法律案の主な改正内容等 

(1)入札開設指針の策定 
 電気通信業務用基地局の免許を申請できる者を入札等により決定することで電波の経済的価
値を最大限発揮できる場合に、当該基地局に関する入札開設指針を策定 

  (入札対象とする周波数に関する事項、認定の有効期間（２０年を上限）、最低落札価額、保証金及び落札金の納付
方法及び期限、入札等の実施方法に関する事項等を記載） 

(2)入札開設計画の認定 
 入札開設計画の認定の申請があった場合、入札開設指針に適合する入札開設計画を提出した
者を対象に、入札等を実施し、最も入札価額の高い者の入札開設計画を認定 

(3)保証金及び落札金の納付 

 入札等に参加する者は入札開設指針で定める額の保証金を提供し、入札開設計画の認定を受
けた者は落札金を国へ納付 

(4)落札金の使途 
 一般財源 
  

 
(5)入札等妨害罪の創設 
 入札等の公正を害すべき行為をした者及び談合した者に対する罰則を創設 
 

公布の日から起算して１年を超えない範囲内で政令で定める日。 

施行期日 

主な改正内容 

（ただし、国際条約の改定等に伴い既存免許人等が他の周波数帯へ移行する際に生じる補償費用、入札等に係る企画 
 ・実施費用には充当） 
 

（３年以下の懲役若しくは２５０万円以下の罰金又はこの併科。公務員及び法人は重罰規定あり。） 
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「１３５区分」→ 「９区分」  

目的への適合性、電波利用料の減免の判断又は無線局情報の公表の可否を判断するため、 
必要最小限の範囲で区分を定める。 

電波の公平かつ能率的な利用の確保のため、目的、通信事項、利用する技術等に応じて電波監理 

目的区分等の簡素化の方針（案）について、平成24年３月30日に意見募集を実施（意見〆５月１日）。 

上記を踏まえ、告示等関係規程の見直しを行い、免許人のシステム改修の準備期間等を配慮の上、施行予定。 

３．スケジュール 

１．目的等の意義 

２．見直しの考え方 

(1)目  的：  

(2)通信事項：  

「無線局の開設の根本的基準」及び「周波数割当計画」の目的に準じて区分を定める。 

「２２０区分」 → 「１２２区分」 

「通信事項」 ： 無線局を使用して行う通信が目的に合致した事項となっているかを把握 

「目  的」 ： いかなる事業・用途のために無線局を開設しようとするものであるかを把握 

無線局の目的区分の簡素化 34 





「提言型政策仕分け」のフォローアップ（平成24年2月16日 総務省公表） 抜粋 B3-1 電波行政の在り方（新たな周波数の割当等） 

「提言型政策仕分け」 提言を受けた各府省の取組 
担当府省名 総務省 

番号/テーマ Ｂ３－１ 分野名：電波行政のあり方（新たな周波数の割当等） 

提言 

 オークション制度の早期導入は、透明性・公平性・財源収入の観点から国民の理解は得られる、プラチナバンド、第3.9世代から即時導入すべき、現在の進行中の900MHz の割当方
針は国民共有の財産を不当に低価で渡すことになる、オークションを入れない理由はなく、早急に導入するため改正法案を通す努力をすべき、(財)移動無線センターを使っての裁量権
行使を続けたいという執念しか感じられない、といったオークション制度の早期導入を求める意見がほとんどであり、①第3.9 世代携帯電話からオークション制度を導入すべきということ
を当ワーキンググループの提言としたい。 
 なお、②電波監理については規制改革として検討すべき、総務省電波部・電波行政の在り方についても考えるべき、といった意見もあった。 
 また、導入した場合のオークション収入をどうするかについては、国民共有の財産である電波については国が責任を持つという意味で一般財源とした方がわかりやすい、オークション
収入を特定財源にする理由がない、国家財政が厳しく一般財源とした方が国民の理解が得られやすい、といった全員が一般財源とすべきだとの意見であり、③オークション収入は一
般財源とすべきということを当ワーキンググループの提言としたい。 

個別項目 
検討状況 

実施スケジュール 既に実施済/達成した事項 詳細資料 
検討方法 検討の方向性 

①3.9 世代携帯電話からオークション
制度を導入すべき 

○我が国における周波数オーク
ション制度の導入に向け検討を
行ってきた「周波数オークションに
関する懇談会」報告書（平成23年
12月20日公表）に基づき検討を実
施 
（懇談会は総務副大臣主催。座長
は三友仁志・早稲田大学国際学
術院アジア太平洋研究科教授。会
合は昨年3月から15回開催。） 

 
○昨年5月の改正電波法に基づき

700/900MHz帯への割当てを実施 

 
○900MHz帯の割当てを本年2月に、

700MHz帯の割当てを本年6月頃に実
施 
 - 今後、申請概要、客観的指標やそ
の評価根拠の公表など透明性を図り
つつ、割当事業者を決定 
 - （財）移動無線センターに関して、透
明性を確保した運営や体制の刷新な
ど抜本的な見直しを実施  

 
○900MHz帯の割当てについて、移行費
用の透明性確保、新規参入者の公平性
の確保に係る事項を割当方針（開設指
針）に追加し、手続きを改善し、申請受付
を開始（平成23年12月14日） 
 
○700MHz帯移動通信システムの技術的
条件（案）について意見募集を開始（平
成23年12月28日） 

行政刷新会議（第24回） 
資料1-4 提言型政策仕分け
（情報通信）への対応につい
て（総務省提出資料） 
http://www.cao.go.jp/sasshin
/kaigi/honkaigi/d24/pdf/s1-
4.pdf 

○周波数オークションを早期に導入（平成

25年中頃を目途） 
 
○対象周波数帯の拡大（第4世代携帯電
話の他、3.9世代携帯電話用周波数帯を検
討） 

○第180回通常国会に電波法改正案
を提出（本年3月） 
 
○法案成立後、可能な限り早期に実施
できるよう所要の整備を実施 

○「周波数オークションに関する懇談会」
において、報告書を取りまとめ、公表（平
成23年12月20日） 

③オークション収入は一般財源とす
べき 

同上 
○オークション収入は一般財源化する方
向で検討（周波数移行経費等オークション
実施に係る費用を使途に含む） 

○第180回通常国会に電波法改正案
を提出（本年3月） 
 
○法案成立後、可能な限り早期に実施
できるよう所要の整備を実施 

○「周波数オークションに関する懇談会」
において、報告書を取りまとめ、公表（平
成23年12月20日）。 

同上 

②電波監理、電波行政の在り方につ
いて検討すべき 

○有識者等を交えたオープンな検
討の場を設置して検討する予定 

○電波行政の課題を整理し、全体的な電
波行政のあり方について検討 

○平成23年度中に無線局の目的・用
途区分の簡素化について結論を得る 
 
○平成24年初頭に検討の場を設置。8
月を目途に中間報告、12月を目途に取
りまとめ 

○新たな周波数の有効利用手法である
「ホワイトスペースシステム」の実用化の
ための共用方針を取りまとめ、公表（1月
24日） 

同上 

 提言型政策仕分け（情報通信）への対応について 36 



「提言型政策仕分け」のフォローアップ（平成24年2月16日 総務省公表） 抜粋 

B3-2 電波利用料の活用 

「提言型政策仕分け」 提言を受けた各府省の取組 

担当府省名 総務省 

番号/テーマ B3-2 分野名：電波利用料の活用 

提言 

 主な意見としては、電波利用料を直接・間接に負担している国民・消費者の情報通信に益する目的のための使途拡大を行うべき、電波政策の理解に資するよう使途拡
大を行うべき、防災等の利用範囲の拡大を行うべき、災害・衛星通信・医療等の電波・ＩＣＴ関連事業への優先予算配分に配慮しつつ一般財源化を行うべき、電波監視等
の本来の目的以外については一般財源化すべき、電波利用料の段階的使途拡大を図りつつ中長期的な電波利用料の使途拡大を通じた一般財源化を図るべき、ほぼす
べての国民が携帯を持っている以上もはや税金であり、一般財源化すべき、といったものであった。 
 また、電波利用料を用いている支出の中で非効率な支出を徹底的に精査すべき、現行制度は限定列挙された項目の肥大化を招いており非効率、といった意見があり、
これを踏まえた対応をとっていただきたい。 
 以上を総合して、①将来的な一般財源化を含め、使途を拡大する方向で検討すべき、を当ワーキンググループの提言とする。 

個別項目 
検討状況 

実施スケジュール 既に実施済/達成した事項 詳細資料 
検討方法 検討の方向性 

①将来的な一般財源化を含め、使途を
拡大する方向で検討すべき 

・有識者等を交えたオープ
ンな検討の場を設置して
検討する予定。 
 

電波行政の在り方を踏ま
えた電波利用料の使途
（注）の在り方について検
討を行うと共に支出の効
率化についても併せて検
討。 
 
（注）防災通信などの公共
無線システムの整備、電
波に関する基礎研究等 

・平成24年初頭に検討の場を設置し、
8月を目途に中間報告、12月を目途に
取りまとめを行う。 
・その結果を平成25年度の予算編成
に反映。 

  

行政刷新会議（第24回） 
資料1-4 提言型政策仕分
け（情報通信）への対応に
ついて（総務省提出資料）
http://www.cao.go.jp/sass
hin/kaigi/honkaigi/d24/pdf
/s1-4.pdf 

 提言型政策仕分け（情報通信）への対応について 37 
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参考資料 



 
＜電波法第百三条の二第四項＞ 
この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う

事務の処理に要する費用（同条において「電波利用共益費用」という。）の財源に充てるために免許人等、第十項の特定免許等不要局を開設した
者又は第十一項の表示者が納付すべき金銭をいう。 

 
一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査 
二 総合無線局管理ファイル（全無線局について第六条第一項及び第二項、第二十七条の三、第二十七条の十八第二項及び第三項並びに第二十七

条の二十九第二項及び第三項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報
処理組織によつて記録するファイルをいう。）の作成及び管理 

三 周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発す
べき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を
促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の
行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに試験及びその結果の分析 

四 電波の人体等への影響に関する調査 
五 標準電波の発射 
六 特定周波数変更対策業務（第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。） 
七 特定周波数終了対策業務（第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対す

る交付金の交付を含む。第十項及び第十一項において同じ。） 
八 電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信

の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備（当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属
設備を設置するために必要な工作物を含む。）の整備のための補助金の交付その他の必要な援助 

 イ 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備 
 ロ 当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備 
九 前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境におい

て当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付 
十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上

のための活動に対する必要な援助 
十の二※ テレビジョン放送（人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。）を受信することのできる受信設備を設置して

いる者（デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送（
以下この号において「地上デジタル放送」という。）を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。）のうち、経済的困難その他
の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助 

十の三 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律（平成二十三年法律第六十八号）第二条第二項の規定により第七 
 十一条の二第一項第一号に規定する免許の有効期間を延長された無線局の当該延長された期間の運用に要する費用の助成 
十一 電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 
 

電波利用料の使途（電波利用共益事務） 

 電波利用料の使途は、「電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用」の 財源に充て
るものとして使途の明確化を担保するため、電波法第103条の2第４項において限定列挙されている。 

※ 附則第15項により「当分の間」有効とされている規定。 
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 電波法の一部を改正する法律案等に対する附帯決議 

  政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 

 

 一、今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及
び料額の算定に当たること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得
られるよう、一層の適正化を図ること。 

 

（略） 
 

 六、情報通信施設は重要なライフラインの一つであることに鑑み、東日本大震災の被災地における情報通信設備の復旧・復興
に万全を期すこと。また、東日本大震災の教訓を踏まえ、情報通信設備の信頼性向上のための適切な措置を講じるととも
に、災害等に関する情報が地域住民に正確かつ速やかに伝わるよう、自治体等の情報通信設備の整備に適切な支援を行う
こと。 

  政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

 

 一、電波利用料制度の見直しに当たっては、受益と負担の関係の明確化、電波の経済的価値のより適正な反映及び負担の公
平確保により、無線局免許人及び国民からの理解を十分得られるよう努めるとともに、使途について、その必要性、効果等
を十分検証し、本制度の一層の適正化を図ること。 

 

（略） 
 

 五、東日本大震災により、地方公共団体が国の補助を受けて整備した地域情報通信基盤に被害が生じていることから、早期に
復旧し、完備できるよう、適切な支援を行うこと。また、災害に強い情報通信基盤の調査研究に努めること。 

衆議院・総務委員会 （平成23年5月24日） 

参議院・総務委員会 （平成23年4月19日） 
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